
すでに登録している車両を特定小型原動機付自転車へ登録変更する場合（改造なし）

⑥ 所有形態
所有形態を選択してください。

⑦ 主たる定置場
車両を主に駐車する住所を記入してください。

⑧ 車両情報（以下、６項目は必須記入項目です。）
「車名（メーカー名）」、「車台番号（シリアル番号）」、「定格出力
（kW）」、「長さ（cm）」、「幅（cm）」 、「最高速度（km/h）」
の６項目については、記入必須項目です。
※一般原動機付自転車の登録では「長さ」、「幅」、「最高速度」の記入は不要でしたが、

特定小型原動機付自転車の登録では要件確認のため記入必須項目となりました。

① 申告の理由（変更）
「□標識番号」をチェックしてください。

② 所有者・使用者
現在、登録されている所有者および使用者を記入してください。
所有者と使用者が同一の場合は、所有者欄のみで結構です。

③ 届出者
窓口に申告書を提出する方の情報を記入してください。

④ 種別
「□第一種特定原付」をチェックしてください。

⑤ 納税義務発生（変更）年月日
窓口へ申請書を提出する日付を記入してください。

特定小型原動機付自転車の要件
• 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
• 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
• 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
• 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
• オートマチック・トランスミッション（AT）その他のク
ラッチの操作を要しない機構であること

原付第一種として登録されている車両のうち、下記の要件
をすべて満たす場合は特定小型原動機付自転車専用の標識番
号へ無償で交換できます。
なお、原付第一種の標識を継続使用することも可能です

（申告不要）。

※標識番号を交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で
自賠責保険等の手続きを行う必要があります。

①

②

③

⑤
⑥
⑦

⑧

④

登録手続きに必要なもの
• 軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書
• 現在、交付を受けている標識番号および発生申告受付書
• 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
• 本人確認書類

Ａ

図のＡ（破線囲み）欄について内容を確認し、「□」をチェックしてください。



✓

名古屋 鯱太郎

名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
正木三丁目５番33号

中

メーカー名

Nagoyac972-2355

名古屋 鯱太郎

名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

090-●▲◆- ●◆●▲

住民登録地と異なる場合は、
記入してください

090-●▲◆- ●◆●▲

190 60 20

（記入例）令和８年４月２日に手続きを行う場合

記入不要

８ ４ ２
名古屋市 ん ７５８

✓
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